
事業承継の促進に関する協定書

長崎県 (以下「甲」という。)、 長崎県内金融機関 (長崎県事業承継ネットワーク参画金融機関をい

う。以下「乙」という。)、 長崎県内支援機関 (長崎県商工会議所連合会、長崎県商工会連合会、長崎県

中小企業団体中央会、長崎県信用保証協会をいう。以下「丙」という。)は、以下のとおり、事業承継

の促進に関する連携協定 (以下「本協定」という。)を締結する。

(目 的)

第 1条 本協定は、長崎県内の中小企業の円滑な事業承継を促進 し、後継者不在の廃業等を回避するこ

とで、中小企業の事業や技術等の経営資源を次世代に引き継ぎ、もって地域産業の活性化に寄与する

ことを目的とする。

(連携及び実施)

第 2条 甲、乙及び丙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる項目について、所掌の範囲で相互に

連携 し、実施する。

(1)事業承継の早期着手を促す意識啓発に関すること。

(2)中小企業に対する情報提供に関すること。

(3)事業承継支援の質の向上に関すること。

(4)次世代経営者の育成に関すること。

(5)そ の他、前条の目的を達成するために必要な事項

2 前項各号に定める事項の具体的な取組内容及び実施方法は、甲、乙及び丙で協議の上、別途取 り決

める。

(情報の定義)

第 3条 本協定における情報とは、甲、乙及び丙が、相手方に対して、本協定第 1条及び第 2条に係る

連携のために、文書、日頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本協定締結

の前後を問わず、開示した一切の情報をいう。但し、以下のいずれかに該当する情報は含まれない。

(1)既に公知となっている情報又は開示後に受領した相手方の責にもよらず公知となった情報

(2)甲、乙又は丙が開示した時点において、既に受領した相手方が保有していた情報

(3)受領した相手方が守秘義務を負うことなく、正当な第二者から適法に入手した情報

(秘密保持)

第 4条 甲、乙及び丙は、本協定に基づく連携において知 り得た情報を連携上必要な範囲においてのみ

使用し、相手方の事前の承諾なく第二者に開示し、又は漏えいしてはならない。

2 甲、乙及び丙は、個別企業の情報及び個人情報を相手方に提供する場合は、各々の責任において、

事前に個別企業等から承諾を得るなどの必要な手続きを行うものとする。

3 本協定の有効期間満了後も第 1項は効力を有するものとする。

(個人情報等の取扱い)

第 5条 甲、乙及び丙は、個人情報の保護に関する法律 (平成 15年法律第 57号)そ の他個人情報の保

護に関する各種法令等を遵守し、個人情報を適正に取 り扱うものとする。

2 法人の情報については、前項の個人情報に準じて、適正に取 り扱うものとする。 ・



(複写及び保管等)

第 6条 甲、乙及び丙は、本協定に基づく連携において知 り得た情報の複写又は複製について、連携上

必要な範囲で行い、善良な管理者の注意をもって管理し、保管する。

(情報の返還等)

第 7条 甲、乙及び丙は、相手方から提供された情報に関して返還の請求があった場合は、これを速や

かに返還し、又は相手方の指示に従って処分する。

(漏 えいの防止等)

第 8条 甲、乙及び丙は、本協定第 4条から前条までの義務連反があった場合又は秘密が漏えいするお

それが生じたことを知った場合は、直ちに当該義務違反の是正又は漏えいの防止に努めるとともに、

相手方に報告する。

(協定の有効期間及び解約)

第 9条 本協定の有効期間は、協定締結の日から3年間とする。ただし、有効期間満了の日の1カ月前

までに、甲、乙及び丙のいずれからも書面による申し出がない場合は、本協定の有効期間を期間満了

の日の翌日から1年間更新するものとし、その後も同様とする。

2 甲、乙及び丙のいずれかが前項の有効期間に関わらず本協定の解約を希望する場合は、解約予定日

の1カ 月前までに書面をもって相手方に通知することにより本協定を解約することができるものとす

る。

(協定内容の変更)

第 10条 甲、乙及び丙のいずれかが協定内容の変更を申し出たときは、甲、乙及び丙で協議のうえ、

必要な変更を行うことができるものとする。

(反社会的勢力の排除)

第 11条 甲、乙及び丙は、反社会的勢力の排除に取 り組むものとし、これに反する行為が認められる

ときは、相手方に何らの催告をすることなく、本協定の全部又は一部を解除することができるものと

する。

(疑義等の決定)

第 12条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関して疑義等が生じた場合は、甲、乙

及び丙で協議のうえ定めるものとする。



本協定の締結を証するため、本書の元本を 1通作成 し、甲が保有する。乙及び丙はその写 しを各自

保管する。

令和 6年 3月 27日

甲 長崎県知事

乙 長崎県内金融機関

株式会社十八親和銀行 頭取

株式会社長崎銀行 頭取

九州ひぜん信用金庫 理事長

たちばな信用金庫 理事長

長崎三菱信用組合 理事長

西海みずき信用組合 理事長

福江信用組合 理事長

株式会社みずほ銀行 長崎支店 支店長

株式会社商工組合中央金庫 長崎支店 支店長

株式会社商工組合中央金庫 佐世保支店 支店長

株式会社日本政策金融公庫 長崎支店 支店長

株式会社日本政策金融公庫 佐世保支店 支店長

丙 長崎県内支援機関

長崎県商工会議所連合会 会長

長崎県商工会連合会 会長

長崎県中小企業団体中央会 会長

ただ7安を

花

魚

一

ト

く うた な 亀

|｀

募如 切
名
与

ヽ

・
′

ｒ

′〕 I? 瞑

千鷺、みi舟ケ
綿 たみ
幕 末 恥

tt ，」

タ′
／枠

宝5

み
獄     と

ヽ

長崎県信用保証協会 会長


